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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】メタボリックシンドロームに該当するか否かを
簡便に診断できる装置等を提供する。
【解決手段】被検者の性別、ウエスト周囲長、収縮期血
圧、拡張期血圧、空腹時血糖値、ＨＤＬコレステロール
値、及び中性脂肪値を入力するための入力手段と、少な
くともウエスト周囲長条件と血液データ条件とが満たさ
れるか否かによって被検者がメタボリックシンドローム
に該当するか否かを判定する手段とを備える。ウエスト
周囲長条件は、被検者が男性である場合にはウエスト周
囲長が８５ｃｍ以上、女性である場合にはウエスト周囲
長が９０ｃｍ以上であることである。血液データ条件は
、条件Ａ：収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上、拡張期血
圧が８５ｍｍＨｇ以上、条件Ｂ：空腹時血糖値が１１０
ｍｇ／ｄｌ以上、条件Ｃ：中性脂肪値が１５０ｍｇ／ｄ
ｌ以上であること及び又はＨＤＬコレステロール値が４
０ｍｇ／ｄｌ未満であることのうちの２以上が満たされ
ることである。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の性別、内臓脂肪蓄積に関する情報、高血圧に関する情報、インスリン抵抗性に
関する情報、動脈硬化惹起性リポ蛋白異常に関する情報を入力するための入力手段と、
　少なくとも内臓脂肪蓄積条件と血液データ条件とが満たされるか否かによって前記被検
者がメタボリックシンドロームに該当するか否かを判定する判定手段と、を備え、
　前記内臓脂肪蓄積条件は、入力された情報から内臓脂肪が蓄積されていると診断される
ことであり、
　前記血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり
、前記条件Ａは、入力された情報から高血圧であると診断されることであり、前記条件Ｂ
は、入力された情報からインスリン抵抗性であると診断されることであり、かつ、前記条
件Ｃは、入力された情報から動脈硬化惹起性リポ蛋白異常であると診断されることである
、メタボリックシンドローム診断装置。
【請求項２】
　被検者の性別、前記内臓脂肪蓄積に関する情報としてのウエスト周囲長、前記高血圧に
関する情報としての収縮期血圧及び拡張期血圧、前記インスリン抵抗性に関する情報とし
ての空腹時血糖値、前記動脈硬化惹起性リポ蛋白異常に関する情報としての中性脂肪値及
びＨＤＬコレステロール値を入力するための入力手段と、
　少なくとも前記内臓脂肪蓄積条件としてのウエスト周囲長条件と血液データ条件とが満
たされるか否かによって前記被検者がメタボリックシンドロームに該当するか否かを判定
する判定手段と、を備え、
　前記ウエスト周囲長条件は、前記被検者の入力されたウエスト周囲長が基準値以上であ
ることであり、
　前記血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり
、前記条件Ａは、前記入力された収縮期血圧が基準値以上であること及び又は前記入力さ
れた拡張期血圧が基準値以上であることであり、前記条件Ｂは、前記入力された空腹時血
糖値が基準値以上であることであり、かつ、前記条件Ｃは、前記入力された中性脂肪値が
基準値以上であること及び又は前記入力されたＨＤＬコレステロール値が基準値未満であ
ることである、メタボリックシンドローム診断装置。
【請求項３】
　前記ウエスト周囲長条件は、前記被検者が男性である場合には前記入力されたウエスト
周囲長が８５ｃｍ以上であり、かつ、前記被検者が女性である場合には前記入力されたウ
エスト周囲長が９０ｃｍ以上であることであり、
　前記血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり
、前記条件Ａは、前記入力された収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上であること及び又は前
記入力された拡張期血圧が８５ｍｍＨｇ以上であることであり、前記条件Ｂは、前記入力
された空腹時血糖値が１１０ｍｇ／ｄｌ以上であることであり、かつ、前記条件Ｃは、前
記入力された中性脂肪値が１５０ｍｇ／ｄｌ以上であること及び又は前記入力されたＨＤ
Ｌコレステロール値が４０ｍｇ／ｄｌ未満であることである、請求項２に記載のメタボリ
ックシンドローム診断装置。
【請求項４】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲長条
件と前記血液データ条件との少なくともいずれかが満たされない場合には、前記被検者が
メタボリックシンドロームに該当しないと判定する、請求項２に記載のメタボリックシン
ドローム診断装置。
【請求項５】
　前記入力手段は、さらに被検者の前記内臓脂肪蓄積に関する情報としての内臓脂肪断面
積を入力するためのものであり、
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件及び前記血液データ条件の他に、前記入力さ
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れた内臓脂肪断面積が基準値以上であることという内臓脂肪断面積条件を用い、これらの
条件が満たされる又は満たされない態様に応じて、前記被検者がメタボリックシンドロー
ム及び又は疑似メタボリックシンドロームに該当するか否か判定する、請求項２に記載の
メタボリックシンドローム診断装置。
【請求項６】
　前記内臓脂肪断面積の基準値が１００ｃｍ２以上である、請求項５に記載のメタボリッ
クシンドローム診断装置。
【請求項７】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲長条
件が満たされずかつ前記内臓脂肪断面積条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者が疑似メタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記血液データ条
件が満たされず及び又は前記ウエスト周囲長条件と前記内臓脂肪断面積条件との双方が満
たされない場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び疑似メタボリックシン
ドロームに該当しないと判定する、請求項６に記載のメタボリックシンドローム診断装置
。
【請求項８】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲長条
件が満たされずかつ前記血液データ条件が満たされる場合には、前記被検者が第１種メタ
ボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し、前記血液データ条件が満たされない場
合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び第１種メタボリックシンドローム予
備軍に該当しないと判定する、請求項７に記載のメタボリックシンドローム診断装置。
【請求項９】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲長条
件が満たされずかつ前記内臓脂肪断面積条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者が疑似メタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲
長条件と前記内臓脂肪断面積条件との双方が満たされずかつ前記血液データ条件が満たさ
れる場合には、前記被検者が第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し
、前記血液データ条件が満たされない場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム
及び疑似メタボリックシンドローム及び第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当し
ないと判定する、請求項６に記載のメタボリックシンドローム診断装置。
【請求項１０】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件及び前記血液データ条件の他に、前記ウエス
ト周囲長条件をその条件が満たされるか否かの基準データ値を変えて緩和してなる緩和ウ
エスト周囲長条件と前記血液データ条件をその条件が満たされるか否かの基準データ値を
変えて緩和してなる緩和血液データ条件との少なくとも一方の緩和条件を用い、これらの
条件が満たされる又は満たされない態様に応じて、前記被検者がメタボリックシンドロー
ム及び又は第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当するか否か判定する、請求項２
に記載のメタボリックシンドローム診断装置。
【請求項１１】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長と前記血液データ条件と、前記緩和ウエスト周囲
長条件とを用い、
　かつ、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる
場合には、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周
囲長条件が満たされずかつ前記緩和ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たさ
れる場合には、前記被検者が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し
、前記緩和ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件との少なくともいずれかが満たされ
ない場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び第２種メタボリックシンドロ
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ーム予備軍に該当しないと判定する、請求項１０に記載のメタボリックシンドローム診断
装置。
【請求項１２】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長と前記血液データ条件と前記緩和血液データ条件
とを用い、
　かつ、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる
場合には、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記血液データ
条件が満たされずかつ前記ウエスト周囲長条件と前記緩和血液データ条件とが満たされる
場合には、前記被検者が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し、前
記ウエスト周囲長条件と前記緩和血液データ条件との少なくともいずれかが満たされない
場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び第２種メタボリックシンドローム
予備軍に該当しないと判定する、請求項１０に記載のメタボリックシンドローム診断装置
。
【請求項１３】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長と前記血液データ条件と前記緩和ウエスト周囲長
と前記緩和血液データ条件とを用い、
　かつ、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる
場合には、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周
囲長条件と前記血液データ条件とが満たされずかつ前記緩和ウエスト周囲長条件と前記緩
和血液データ条件とが満たされる場合には、前記被検者が第２種メタボリックシンドロー
ム予備軍に該当すると判定し、前記緩和ウエスト周囲長条件と前記緩和血液データ条件と
の少なくともいずれかが満たされない場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム
及び第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当しないと判定する、請求項１０に記載
のメタボリックシンドローム診断装置。
【請求項１４】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件と前記内臓脂肪断面積
条件の他に、前記ウエスト周囲長条件をその条件が満たされるか否かの基準データ値を変
えて緩和してなる緩和ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件をその条件が満たされる
か否かの基準データ値を変えて緩和してなる緩和血液データ条件と前記内臓脂肪断面積条
件をその条件が満たされるか否かの基準データ値を変えて緩和してなる緩和内臓脂肪断面
積条件との少なくともいずかの緩和条件を用い、これらの条件が満たされる又は満たされ
ない態様に応じて、前記被検者がメタボリックシンドローム及び又は疑似メタボリックシ
ンドローム及び又は第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当するか否か判定する、
請求項５に記載のメタボリックシンドローム診断装置。
【請求項１５】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長と前記血液データ条件と前記内臓脂肪断面積条件
と前記緩和ウエスト周囲長と前記緩和血液データ条件と前記緩和内臓脂肪断面積条件とを
用い、
　かつ、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる
場合には、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周
囲長条件が満たされずかつ前記内臓脂肪断面積条件と前記血液データ条件とが満たされる
場合には、前記被検者が疑似メタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記血液デ
ータ条件が満たされず及び又は前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件との双方が
満たされず、かつ、前記緩和ウエスト周囲長条件及び又は前記緩和内臓脂肪断面積条件が
満たされかつ前記緩和血液データ条件が満たされる場合には、前記被検者が第２種メタボ
リックシンドローム予備軍に該当すると判定し、前記緩和血液データ条件が満たされず及
び又は前記緩和ウエスト周囲長条件と前記緩和内臓脂肪断面積条件との双方が満たされな
い場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び疑似メタボリックシンドローム
及び第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当しないと判定する、請求項１４に記載
のメタボリックシンドローム診断装置。
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【請求項１６】
　前記被検者の生体インピーダンスを測定するための生体インピーダンス測定手段と、前
記測定された生体インピーダンスに基づいて前記被検者のウエスト周囲長を推定するウエ
スト周囲長推定手段と、を備え、
　前記判定手段は、前記推定されたウエスト周囲長を前記入力されたウエスト周囲長とし
て前記判定に用い、
　前記生体インピーダンス測定手段及び前記ウエスト周囲長推定手段が前記入力手段の一
部を構成している、請求項３に記載のメタボリックシンドローム診断装置。
【請求項１７】
　前記被検者の生体インピーダンスを測定するための生体インピーダンス測定手段と、前
記測定された生体インピーダンスと前記入力されたウエスト周囲長とに基づいて前記被検
者の内臓脂肪断面積を推定する内臓脂肪断面積推定手段と、を備え、
　前記判定手段は、前記推定された内臓脂肪断面積を前記入力された内臓脂肪断面積とし
て前記判定に用い、
　前記生体インピーダンス測定手段及び前記内臓脂肪断面積推定手段が前記入力手段の一
部を構成している、請求項５に記載のメタボリックシンドローム診断装置。
【請求項１８】
　前記判定手段による前記判定の結果を表示するための表示手段を備える、請求項１に記
載のメタボリックシンドローム診断装置。
【請求項１９】
　被検者の性別、前記内臓脂肪蓄積に関する情報としての内臓脂肪断面積、前記高血圧に
関する情報としての収縮期血圧及び拡張期血圧、前記インスリン抵抗性に関する情報とし
ての空腹時血糖値、前記動脈硬化惹起性リポ蛋白異常に関する情報としての中性脂肪値及
びＨＤＬコレステロール値を入力するための入力手段と、
　少なくとも前記内臓脂肪蓄積条件としての内臓脂肪断面積条件と血液データ条件とが満
たされるか否かによって前記被検者がメタボリックシンドロームに該当するか否かを判定
する判定手段と、を備え、
　前記内臓脂肪断面積条件は、前記被検者の入力された内臓脂肪断面積が基準値以上であ
ることであり、
　前記血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり
、前記条件Ａは、前記入力された収縮期血圧が基準値以上であること及び又は前記入力さ
れた拡張期血圧が基準値以上であることであり、前記条件Ｂは、前記入力された空腹時血
糖値が基準値以上であることであり、かつ、前記条件Ｃは、前記入力された中性脂肪値が
基準値以上であること及び又は前記入力されたＨＤＬコレステロール値が基準値未満であ
ることである、メタボリックシンドローム診断装置。
【請求項２０】
　前記内臓脂肪断面積条件は、前記入力された内臓脂肪断面積が１００ｃｍ２以上である
ことであり、
　前記血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり
、前記条件Ａは、前記入力された収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上であること及び又は前
記入力された拡張期血圧が８５ｍｍＨｇ以上であることであり、前記条件Ｂは、前記入力
された空腹時血糖値が１１０ｍｇ／ｄｌ以上であることであり、かつ、前記条件Ｃは、前
記入力された中性脂肪値が１５０ｍｇ／ｄｌ以上であること及び又は前記入力されたＨＤ
Ｌコレステロール値が４０ｍｇ／ｄｌ未満であることである、請求項１９に記載のメタボ
リックシンドローム診断装置。
【請求項２１】
　コンピュータを、被検者の性別、内臓脂肪蓄積に関する情報、高血圧に関する情報、イ
ンスリン抵抗性に関する情報、動脈硬化惹起性リポ蛋白異常に関する情報を入力するため
の入力手段と、少なくとも内臓脂肪蓄積条件と血液データ条件とが満たされるか否かによ
って前記被検者がメタボリックシンドロームに該当するか否かを判定する判定手段として
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機能させるためのプログラムであって、
　前記内臓脂肪蓄積条件は、入力された結果から内臓脂肪が蓄積されていると診断される
ことであり、
　前記血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり
、前記条件Ａは、入力された結果から高血圧であると診断されることであり、前記条件Ｂ
は、入力された結果からインスリン抵抗性であると診断されることであり、かつ、前記条
件Ｃは、入力された結果から動脈硬化惹起性リポ蛋白異常であると診断されることである
、メタボリックシンドローム診断プログラム。
【請求項２２】
　請求項２に記載のメタボリックシンドローム診断装置を備えた体組成計。
【請求項２３】
　前記体組成計は、被検者の体組成を演算するために必要な被検者のウエスト周囲長を
含むデータを入力するための体組成計データ入力手段を有し、
　前記メタボリックシンドローム診断装置の前記判定手段は、前記体組成計データ入力手
段によって入力されたウエスト周囲長を、前記メタボリックシンドロームに該当するか否
かの判定に用いる、請求項２２に記載の体組成計。
【請求項２４】
　請求項２に記載のメタボリックシンドローム診断装置を備えた血圧計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メタボリックシンドローム診断装置、メタボリックシンドローム診断プログ
ラム、体組成計、及び血圧計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪蓄積、糖尿病、高脂血症、高血圧症などの動
脈硬化危険因子が同一患者に重複して存在する病態を言う。平成１７年４月８日に日本内
科学会総会において、日本人のためのメタボリックシンドロームの診断基準（該当するか
否かの判定基準）が発表された。この診断基準では、メタボリックシンドロームの指標と
して、ウエスト周囲径、収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖値、中性脂肪値、及びＨＤ
Ｌコレステロール値が用いられている。ウエスト周囲径は、ウエストの周囲長のことであ
る。「ウエスト周囲径」という表現では、「ウエスト周囲の直径」と誤解されかねないの
で、以下ではこれをウエスト周囲長と呼ぶ。
【０００３】
　ところで、厚生労働省の発表では、１９６０万人がメタボリックシンドロームに該当し
、動脈硬化症を発症する危険があると言われている。
【０００４】
　一方、メタボリックシンドロームの診断装置（正確には診断プログラム）は、特許文献
１に記載されたものが知られている程度である。
【０００５】
　この診断装置においては、インスリン抵抗指数とβ細胞機能指数から糖代謝の状態を判
断することによってメタボリックシンドロームに該当するか否か診断する。
【特許文献１】特開２００６－６４４５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１記載の診断装置は、メタボリックシンドロームの指標として
、インスリン抵抗指数及びβ細胞機能指数を用いるため、その診断方法が、日本内科学会
総会が発表したメタボリックシンドロームの診断基準に合致しない。
【０００７】
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　そこで、日本内科学会総会発表の診断基準によってメタボリックシンドロームに該当す
るか否かを簡便に診断できる装置が要望されている。
【０００８】
　また、日本内科学会総会発表の診断基準ではメタボリックシンドロームの指標としてウ
エスト周囲長が用いられているが、これは内臓脂肪面積に代わるものとして用いられたも
のである。ここで、内臓脂肪面積は内臓脂肪断面積のことである。「内臓脂肪面積」とい
う表現では、内臓脂肪の断面積であることが明確ではないので、以下では内臓脂肪断面積
と呼ぶ。このように、ウエスト周囲長が用いられた理由は、内臓脂肪断面積はメタボリッ
クシンドロームに直結する指標であることから、本来はこれを用いることが好ましいが、
内蔵脂肪断面積は簡便に測定できないからである。このように、本来好適な内臓脂肪断面
積に代えてウエスト周囲長を用いていることから、本来メタボリックシンドロームに該当
する人が見逃されているのが現状であり、厚生労働省の発表によれば、そのような人が男
性では２６％存在すると言われている。
【０００９】
　そこで、日本内科学会総会発表の診断基準においてウエスト周囲長に代えて内臓脂肪断
面積を用いる診断基準によって、メタボリックシンドロームに該当するか否かを簡便に診
断できる装置が要望されている。
【００１０】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、日本内科学会総会発表の診
断基準によってメタボリックシンドロームに該当するか否かを簡便に診断できるメタボリ
ックシンドローム診断装置等を提供することを第１の目的とする。
【００１１】
　また、本発明は、日本内科学会総会発表の診断基準においてウエスト周囲長に代えて内
臓脂肪断面積を用いる診断基準によってメタボリックシンドロームに該当するか否かを簡
便に診断できるメタボリックシンドローム診断装置等を提供することを第２の目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明のメタボリックシンドローム診断装置は、被検者の
性別、内臓脂肪蓄積に関する情報、高血圧に関する情報、インスリン抵抗性に関する情報
、動脈硬化惹起性リポ蛋白異常に関する情報を入力するための入力手段と、少なくとも内
臓脂肪蓄積条件と血液データ条件とが満たされるか否かによって前記被検者がメタボリッ
クシンドロームに該当するか否かを判定する判定手段と、を備え、前記内臓脂肪蓄積条件
は、入力された情報から内臓脂肪が蓄積されていると診断されることであり、前記血液デ
ータ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり、前記条件Ａ
は、入力された情報から高血圧であると診断されることであり、前記条件Ｂは、入力され
た情報からインスリン抵抗性であると診断されることであり、かつ、前記条件Ｃは、入力
された情報から動脈硬化惹起性リポ蛋白異常であると診断されることである。このメタボ
リックシンドロームの診断基準は、日本内科学会総会発表の診断基準を上位概念化したも
のである。公的な診断基準は病態の評価項目に追加や削除等が有り得るので、このように
上位概念化した構成とすることにより、病態の評価項目に追加や削除等が有っても、日本
内科学会総会発表の診断基準によってメタボリックシンドロームに該当するか否かを簡便
に診断できる。
【００１３】
　前記メタボリックシンドローム診断装置は、被検者の性別、前記内臓脂肪蓄積に関する
情報としてのウエスト周囲長、前記高血圧に関する情報としての収縮期血圧及び拡張期血
圧、前記インスリン抵抗性に関する情報としての空腹時血糖値、前記動脈硬化惹起性リポ
蛋白異常に関する情報としての中性脂肪値及びＨＤＬコレステロール値を入力するための
入力手段と、少なくとも前記内臓脂肪蓄積条件としてのウエスト周囲長条件と血液データ
条件とが満たされるか否かによって前記被検者がメタボリックシンドロームに該当するか
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否かを判定する判定手段と、を備え、前記ウエスト周囲長条件は、前記被検者の入力され
たウエスト周囲長が基準値以上であることであり、前記血液データ条件は、条件Ａ～条件
Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり、前記条件Ａは、前記入力された収縮期
血圧が基準値以上であること及び又は前記入力された拡張期血圧が基準値以上であること
であり、前記条件Ｂは、前記入力された空腹時血糖値が基準値以上であることであり、か
つ、前記条件Ｃは、前記入力された中性脂肪値が基準値以上であること及び又は前記入力
されたＨＤＬコレステロール値が基準値未満であることであってもよい。このメタボリッ
クシンドロームの診断基準は、日本内科学会総会発表の診断基準を基準値において上位概
念化したものである。公的な診断基準は病態の評価項目における基準値が変更され得るの
で、このように基準値において上位概念化した構成とすることにより、病態の評価項目の
基準値が変更されても、日本内科学会総会発表の診断基準によってメタボリックシンドロ
ームに該当するか否かを簡便に診断できる。
【００１４】
　前記メタボリックシンドローム診断装置は、被検者の性別、ウエスト周囲長、収縮期血
圧、拡張期血圧、空腹時血糖値、ＨＤＬコレステロール値、及び中性脂肪値を入力するた
めの入力手段と、少なくともウ前記エスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされ
るか否かによって前記被検者がメタボリックシンドロームに該当するか否かを判定する判
定手段と、を備え、前記ウエスト周囲長条件は、前記被検者が男性である場合には前記入
力されたウエスト周囲長が８５ｃｍ以上であり、かつ、前記被検者が女性である場合には
前記入力されたウエスト周囲長が９０ｃｍ以上であることであり、前記血液データ条件は
、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり、前記条件Ａは、前記入
力された収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上であること及び又は前記入力された拡張期血圧
が８５ｍｍＨｇ以上であることであり、前記条件Ｂは、前記入力された空腹時血糖値が１
１０ｍｇ／ｄｌ以上であることであり、かつ、前記条件Ｃは、前記入力された中性脂肪値
が１５０ｍｇ／ｄｌ以上であること及び又は前記入力されたＨＤＬコレステロール値が４
０ｍｇ／ｄｌ未満であることであってもよい。このメタボリックシンドロームの診断基準
は、現行の日本内科学会総会発表の診断基準である。このような構成とすると、現行の日
本内科学会総会発表の診断基準によってメタボリックシンドロームに該当するか否かを簡
便に診断できる。
【００１５】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲長条
件と前記血液データ条件との少なくともいずれかが満たされない場合には、前記被検者が
メタボリックシンドロームに該当しないと判定してもよい。
【００１６】
　前記入力手段は、さらに被検者の前記内臓脂肪蓄積に関する情報としての内臓脂肪断面
積を入力するためのものであり、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件及び前記血液
データ条件の他に、前記入力された内臓脂肪断面積が基準値以上であることという内臓脂
肪断面積条件を用い、これらの条件が満たされる又は満たされない態様に応じて、前記被
検者がメタボリックシンドローム及び又は疑似メタボリックシンドロームに該当するか否
か判定してもよい。
【００１７】
　前記内臓脂肪断面積の基準値が１００ｃｍ２以上であってもよい。
【００１８】
　前記入力手段は、さらに被検者の内臓脂肪断面積を入力するためのものであり、前記判
定手段は、前記ウエスト周囲長条件及び前記血液データ条件の他に、前記入力された内臓
脂肪断面積が１００ｃｍ２以上であることという内臓脂肪断面積条件を用い、これらの条
件が満たされる又は満たされない態様に応じて、前記被検者がメタボリックシンドローム
及び又は疑似メタボリックシンドロームに該当するか否か判定してもよい。
【００１９】
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　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記内臓脂肪断面積条
件と前記血液データ条件とが満たされる場合には、前記被検者が疑似メタボリックシンド
ロームに該当すると判定し、前記血液データ条件が満たされず及び又は前記ウエスト周囲
長条件と前記内臓脂肪断面積条件との双方が満たされない場合には、前記被検者がメタボ
リックシンドローム及び疑似メタボリックシンドロームに該当しないと判定してもよい。
【００２０】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲長条
件が満たされずかつ前記血液データ条件が満たされる場合には、前記被検者が第１種メタ
ボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し、前記血液データ条件が満たされない場
合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び第１種メタボリックシンドローム予
備軍に該当しないと判定してもよい。
【００２１】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲長条
件が満たされずかつ前記内臓脂肪断面積条件と前記血液データ条件とが満たされる場合に
は、前記被検者が疑似メタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエスト周囲
長条件と前記内臓脂肪断面積条件との双方が満たされずかつ前記血液データ条件が満たさ
れる場合には、前記被検者が第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し
、前記血液データ条件が満たされない場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム
及び疑似メタボリックシンドローム及び第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当し
ないと判定してもよい。
【００２２】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件及び前記血液データ条件の他に、前記ウエス
ト周囲長条件をその条件が満たされるか否かの基準データ値を変えて緩和してなる緩和ウ
エスト周囲長条件と前記血液データ条件をその条件が満たされるか否かの基準データ値を
変えて緩和してなる緩和血液データ条件との少なくとも一方の緩和条件を用い、これらの
条件が満たされる又は満たされない態様に応じて、前記被検者がメタボリックシンドロー
ム及び又は第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当するか否か判定してよい。
【００２３】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長と前記血液データ条件と、前記緩和ウエスト周囲
長条件とを用い、かつ、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件
とが満たされる場合には、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、
前記ウエスト周囲長条件が満たされずかつ前記緩和ウエスト周囲長条件と前記血液データ
条件とが満たされる場合には、前記被検者が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該
当すると判定し、前記緩和ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件との少なくともいず
れかが満たされない場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び第２種メタボ
リックシンドローム予備軍に該当しないと判定してもよい。
【００２４】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長と前記血液データ条件と前記緩和血液データ条件
とを用い、かつ、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満
たされる場合には、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記血
液データ条件が満たされずかつ前記ウエスト周囲長条件と前記緩和血液データ条件とが満
たされる場合には、前記被検者が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判
定し、前記ウエスト周囲長条件と前記緩和血液データ条件との少なくともいずれかが満た
されない場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び第２種メタボリックシン
ドローム予備軍に該当しないと判定してもよい。
【００２５】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長と前記血液データ条件と前記緩和ウエスト周囲長
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と前記緩和血液データ条件とを用い、かつ、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と
前記血液データ条件とが満たされる場合には、前記被検者がメタボリックシンドロームに
該当すると判定し、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たされずかつ前
記緩和ウエスト周囲長条件と前記緩和血液データ条件とが満たされる場合には、前記被検
者が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し、前記緩和ウエスト周囲
長条件と前記緩和血液データ条件との少なくともいずれかが満たされない場合には、前記
被検者がメタボリックシンドローム及び第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当し
ないと判定してもよい。
【００２６】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件と前記内臓脂肪断面積
条件の他に、前記ウエスト周囲長条件をその条件が満たされるか否かの基準データ値を変
えて緩和してなる緩和ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件をその条件が満たされる
か否かの基準データ値を変えて緩和してなる緩和血液データ条件と前記内臓脂肪断面積条
件をその条件が満たされるか否かの基準データ値を変えて緩和してなる緩和内臓脂肪断面
積条件との少なくともいずかの緩和条件を用い、これらの条件が満たされる又は満たされ
ない態様に応じて、前記被検者がメタボリックシンドローム及び又は疑似メタボリックシ
ンドローム及び又は第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当するか否か判定しても
よい。
【００２７】
　前記判定手段は、前記ウエスト周囲長と前記血液データ条件と前記内臓脂肪断面積条件
と前記緩和ウエスト周囲長と前記緩和血液データ条件と前記緩和内臓脂肪断面積条件とを
用い、かつ、前記判定手段は、前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件とが満たさ
れる場合には、前記被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記ウエス
ト周囲長条件が満たされずかつ前記内臓脂肪断面積条件と前記血液データ条件とが満たさ
れる場合には、前記被検者が疑似メタボリックシンドロームに該当すると判定し、前記血
液データ条件が満たされず及び又は前記ウエスト周囲長条件と前記血液データ条件との双
方が満たされず、かつ、前記緩和ウエスト周囲長条件及び又は前記緩和内臓脂肪断面積条
件が満たされかつ前記緩和血液データ条件が満たされる場合には、前記被検者が第２種メ
タボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し、前記緩和血液データ条件が満たされ
ず及び又は前記緩和ウエスト周囲長条件と前記緩和内臓脂肪断面積条件との双方が満たさ
れない場合には、前記被検者がメタボリックシンドローム及び疑似メタボリックシンドロ
ーム及び第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当しないと判定してもよい。
【００２８】
　前記メタボリックシンドローム診断装置は、前記被検者の生体インピーダンスを測定す
るための生体インピーダンス測定手段と、前記測定された生体インピーダンスに基づいて
前記被検者のウエスト周囲長を推定するウエスト周囲長推定手段と、を備え、前記判定手
段は、前記推定されたウエスト周囲長を前記入力されたウエスト周囲長として前記判定に
用い、前記生体インピーダンス測定手段及び前記ウエスト周囲長推定手段が前記入力手段
の一部を構成していてもよい。
【００２９】
　前記メタボリックシンドローム診断装置は、前記被検者の生体インピーダンスを測定す
るための生体インピーダンス測定手段と、前記測定された生体インピーダンスと前記入力
されたウエスト周囲長とに基づいて前記被検者の内臓脂肪断面積を推定する内臓脂肪断面
積推定手段と、を備え、前記判定手段は、前記推定された内臓脂肪断面積を前記入力され
た内臓脂肪断面積として前記判定に用い、前記生体インピーダンス測定手段及び前記内臓
脂肪断面積推定手段が前記入力手段の一部を構成していてもよい。
【００３０】
　前記メタボリックシンドローム診断装置は、前記判定手段による前記判定の結果を表示
するための表示手段を備えてもよい。
【００３１】
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　前記メタボリックシンドローム診断装置は、被検者の性別、前記内臓脂肪蓄積に関する
情報としての内臓脂肪断面積、前記高血圧に関する情報としての収縮期血圧及び拡張期血
圧、前記インスリン抵抗性に関する情報としての空腹時血糖値、前記動脈硬化惹起性リポ
蛋白異常に関する情報としての中性脂肪値及びＨＤＬコレステロール値を入力するための
入力手段と、少なくとも前記内臓脂肪蓄積条件としての内臓脂肪断面積条件と血液データ
条件とが満たされるか否かによって前記被検者がメタボリックシンドロームに該当するか
否かを判定する判定手段と、を備え、前記内臓脂肪断面積条件は、前記被検者の入力され
た内臓脂肪断面積が基準値以上であることであり、前記血液データ条件は、条件Ａ～条件
Ｃのうちの２以上の条件が満たされることであり、前記条件Ａは、前記入力された収縮期
血圧が基準値以上であること及び又は前記入力された拡張期血圧が基準値以上であること
であり、前記条件Ｂは、前記入力された空腹時血糖値が基準値以上であることであり、か
つ、前記条件Ｃは、前記入力された中性脂肪値が基準値以上であること及び又は前記入力
されたＨＤＬコレステロール値が基準値未満であることであってもよい。このメタボリッ
クシンドロームの診断基準は、日本内科学会総会発表の診断基準を基準値において上位概
念化したものである。また、日本内科学会総会発表の診断基準においてウエスト周囲長に
代えて内臓脂肪断面積を用いるものである。よって、このような構成とすると、病態の評
価項目の基準値が変更されても、日本内科学会総会発表の診断基準においてウエスト周囲
長に代えて内臓脂肪断面積を用いる診断基準によってメタボリックシンドロームに該当す
るか否かを簡便に診断できる
　前記内臓脂肪断面積条件は、前記入力された内臓脂肪断面積が１００ｃｍ２以上である
ことであり、前記血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされる
ことであり、前記条件Ａは、前記入力された収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上であること
及び又は前記入力された拡張期血圧が８５ｍｍＨｇ以上であることであり、前記条件Ｂは
、前記入力された空腹時血糖値が１１０ｍｇ／ｄｌ以上であることであり、かつ、前記条
件Ｃは、前記入力された中性脂肪値が１５０ｍｇ／ｄｌ以上であること及び又は前記入力
されたＨＤＬコレステロール値が４０ｍｇ／ｄｌ未満であることであってもよい。このよ
うな構成とすると、現行の日本内科学会総会発表の診断基準においてウエスト周囲長に代
えて内臓脂肪断面積を用いる診断基準によってメタボリックシンドロームに該当するか否
かを簡便に診断できる
　また、本発明のメタボリックシンドローム診断プログラムは、コンピュータを、被検者
の性別、内臓脂肪蓄積に関する情報、高血圧に関する情報、インスリン抵抗性に関する情
報、動脈硬化惹起性リポ蛋白異常に関する情報を入力するための入力手段と、少なくとも
内臓脂肪蓄積条件と血液データ条件とが満たされるか否かによって前記被検者がメタボリ
ックシンドロームに該当するか否かを判定する判定手段として機能させるためのプログラ
ムであって、前記内臓脂肪蓄積条件は、入力された結果から内臓脂肪が蓄積されていると
診断されることであり、前記血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が
満たされることであり、前記条件Ａは、入力された結果から高血圧であると診断されるこ
とであり、前記条件Ｂは、入力された結果からインスリン抵抗性であると診断されること
であり、かつ、前記条件Ｃは、入力された結果から動脈硬化惹起性リポ蛋白異常であると
診断されることである。このような構成とすると、病態の評価項目に追加や削除等が有っ
ても、日本内科学会総会発表の診断基準によってメタボリックシンドロームに該当するか
否かを簡便に診断できる。
【００３２】
　また、本発明の体組成計は、請求項２に記載のメタボリックシンドローム診断装置を備
える。
【００３３】
　前記体組成計は、被検者の体組成を演算するために必要な被検者のウエスト周囲長を含
むデータを入力するための体組成計データ入力手段を有し、前記メタボリックシンドロー
ム診断装置の前記判定手段は、前記体組成計データ入力手段によって入力されたウエスト
周囲長を、前記メタボリックシンドロームに該当するか否かの判定に用いてもよい。
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【００３４】
　また、本発明の血圧計は、請求項２に記載のメタボリックシンドローム診断装置を備え
る。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明は、以上に説明したように構成され、日本内科学会総会発表の診断基準によって
メタボリックシンドロームに該当するか否かを簡便に診断できるメタボリックシンドロー
ム診断装置等を提供できる。
【００３６】
　また、日本内科学会総会発表の診断基準においてウエスト周囲長に代えて内臓脂肪断面
積を用いる診断基準によってメタボリックシンドロームに該当するか否かを簡便に診断で
きるメタボリックシンドローム診断装置等を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００３８】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１に係るメタボリックシンドローム診断装置の構成を示す正
面図である。図２は図１のメタボリックシンドローム診断装置の電気的構成を示すブロッ
ク図である。
【００３９】
　図１に示すように、本実施の形態に係るメタボリックシンドローム診断装置１は、いわ
ゆるカード型の本体２を有している。本体２の正面中央部には表示部３が配設され、表示
部３の下方に操作部１５が配設されている。
【００４０】
　表示部３には、メタボリックシンドローム判定表示領域１０と、入力データ表示領域１
２とが設けられている。
【００４１】
　操作部１５は、電源スイッチ６と、診断モードスイッチ７と、データ入力設定モードス
イッチ８と、インクリメントキー９aと、ディクリメントキー９bとを備えている。
【００４２】
　図２に示すように、メタボリックシンドローム診断装置１は、ＣＰＵ等の演算処理装置
からなる中央処理部１９を有している。中央処理部１９は、バスを介してメモリ等からな
る記憶部２０に接続されている。記憶部２０には、後述するメタボリックシンドローム診
断装置１の動作を遂行するためのプログラムが記憶されかつ後述する判定条件が満たされ
るか否かの基準となる基準データ値（以下、基準値という）が記憶されている。操作部１
５の操作入力はＩ／Ｏ１７を介して中央処理部１９に入力される。表示部３は、中央処理
部１９によってＩ／Ｏ１７を介して表示を制御される。
【００４３】
　以上の構成により、メタボリックシンドローム診断装置１では、被検者が、操作部１５
を適宜操作して、被検者の性別、ウエスト周囲長、収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖
値、ＨＤＬコレステロール値、及び中性脂肪値を入力することができ、この操作入力は中
央処理部１９に入力される。ここで、被検者の性別及びウエスト周囲長はいわゆる個人特
定データである。ウエスト周囲長は、別途、被検者についてなされた身体測定によって得
られたデータである。収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖値、ＨＤＬコレステロール値
、及び中性脂肪値は、別途、被検者についてなされた血液検査によって得られた血液測定
データである。空腹時血糖値は、被検者の空腹時における血糖値である。中央処理部１９
に入力された個人特定データ及び血液測定データ（以下、入力データという場合がある）
は、適宜、記憶部２０に記憶される。中央処理部１９は、この入力データ、すなわち入力
された被検者の性別、ウエスト周囲長、収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖値、ＨＤＬ
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コレステロール値、及び中性脂肪値を後述する基準値と対比して判定条件が満たされるか
否かによって被検者がメタボリックシンドロームに該当するか否かを判定し、その判定結
果を、表示部３に表示する。
【００４４】
　次に、以上のように構成されたメタボリックシンドローム診断装置１の動作（メタボリ
ックシンドローム診断プログラムの内容）を説明する。図３は図１のメタボリックシンド
ローム診断装置１における判定条件を示す図である。図４は図１のメタボリックシンドロ
ーム診断装置１の診断動作の一例を示すフローチャートである。図５は図１のメタボリッ
クシンドローム診断装置１における診断基準を模式的に示す円グラフである。
【００４５】
　ここでは、メタボリックシンドローム診断装置１の動作のうち、診断動作のみ図４を用
いて説明し、それ以外の動作は図を用いずに説明する。
【００４６】
　図１及び図２において、記憶部２０には、予め、男性のウエスト周囲長＝８５ｃｍ、女
性のウエスト周囲長＝９０ｃｍ、収縮期血圧＝１３０ｍｍＨｇ、拡張期血圧＝８５ｍｍＨ
ｇ、空腹時血糖値＝１１０ｍｇ／ｄｌ、中性脂肪値＝１５０ｍｇ／ｄｌ、及びＨＤＬコレ
ステロール値＝４０ｍｇ／ｄｌという基準値（図３参照）が記憶されている。
【００４７】
　そして、まず、メタボリックシンドロームの診断に必要なデータの入力設定を行う。具
体的には、電源スイッチ６を押すとメタボリックシンドローム診断装置１の電源がＯＮす
る。
【００４８】
　次いで、デー夕入力設定モードスイッチ８、インクリメントキー９a、及びディクリメ
ントキー９bを操作して被検者の個人特定データと、血液測定データとを順次入力する（
ステップＳ２）。具体的には、例えば、デー夕入力設定モードスイッチ８を押すと、その
度に、表示部３の入力データ表示領域１２に、個人特定データの各項目（性別、ウエスト
周囲長）と血液測定データの各項目（収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖値、ＨＤＬコ
レステロール値、中性脂肪値）とが順次表示される。この操作によって入力項目として、
例えば「中性脂肪値」を表示させる。すると、この「中性脂肪値」の文字及びその単位を
表す文字とともにこの「中性脂肪値」を表す数値が入力データ表示領域１２に表示される
。一方、インクリメントキー９aを押すと、その度に、入力データ表示領域１２に表示さ
れている数値が増大し、ディクリメントキー９bを押すと、その度に、この数値が減少す
る。そこで、この操作により、入力データ表示領域１２に表示されている数値を所望の数
値に設定する。次いで、デー夕入力設定モードスイッチ８を押すと、この「中性脂肪値」
の項目と数値とが中央処理部１９に入力されるとともに記憶部２０に記憶される。そして
、入力データ表示領域１２に次の項目とその数値が表示されるので、前記の場合と同様の
操作によりこの項目とその数値を入力する。このようにして、これらの操作を個人特定デ
ータ及び血液測定データの各項目について行うことにより、それらが中央処理部１９に入
力されるとともに記憶部２０に記憶される。
【００４９】
　次いで、メタボリックシンドローム診断を行う。具体的には、診断モードスイッチ７を
押す。すると、図４に示すように、中央処理部１９がメタボリックシンドローム診断動作
を行う。
【００５０】
　まず、中央処理部１９は、記憶部２０に記憶された入力データ、すなわち、個人特定デ
ータの各項目（性別、ウエスト周囲長）と血液測定データの各項目（収縮期血圧、拡張期
血圧、空腹時血糖値、ＨＤＬコレステロール値、中性脂肪値）とを取得する（ステップＳ
１）。
【００５１】
　次いで、中央処理部１９は、記憶部２０に記憶された上述の基準値を取得する（ステッ
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プＳ２）。
【００５２】
　次いで、中央処理部１９は、取得した入力データを取得した基準値と対比して、判定条
件が満たされるか否か判定する（ステップＳ３）。判定条件は、本実施の形態では、日本
内科学会総会発表の診断基準における判定条件と同じである。具体的には、この判定条件
は、図３に示すように、ウエスト周囲長条件と血液データ条件とで構成されている。ウエ
スト周囲長条件は、被検者が男性である場合には入力されたウエスト周囲長が８５ｃｍ以
上であり、かつ、被検者が女性である場合には入力されたウエスト周囲長が９０ｃｍ以上
であることである。血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２以上の条件が満たされ
ることであり、この条件Ａは、入力された収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上であること及
び又は入力された拡張期血圧が８５ｍｍＨｇ以上であることであり、この条件Ｂは、入力
された空腹時血糖値が１１０ｍｇ／ｄｌ以上であることであり、かつ、この条件Ｃは、入
力された中性脂肪値が１５０ｍｇ／ｄｌ以上であること及び又は入力されたＨＤＬコレス
テロール値が４０ｍｇ／ｄｌ未満であることである。ところで、日本内科学会総会発表の
診断基準においては、メタボリックシンドロームは、「内臓脂肪蓄積」、「高血圧」、イ
ンスリン抵抗性」、及び「動脈硬化惹起性リポ蛋白異常」の４つが基本病態とされ、これ
らは、「ウエスト周囲長」、「収縮期血圧」、「拡張期血圧」、「空腹時血糖値」、「中
性脂肪」、及び「ＨＤＬコレステロール」をもって評価し、これを客観的に評価するため
にそれぞれ基準値が定められている。そして、将来、これらの評価項目は追加又は削除さ
れ得、また、基準値は変更され得る。そのような場合には、その評価項目の追加又は削除
、及び基準値の変更に合わせて、上述の判定条件を変更すればよい。そのような変更を考
慮して、上述の判定条件を上位概念化すると以下のようになる。すなわち、判定には、被
検者の性別、内臓脂肪蓄積に関する情報、高血圧に関する情報、インスリン抵抗性に関す
る情報、動脈硬化惹起性リポ蛋白異常に関する情報を用いる。そして、内臓脂肪蓄積条件
と血液データ条件とが満たされるか否かによって被検者がメタボリックシンドロームに該
当するか否かを判定する。この内臓脂肪蓄積条件は、入力された情報から内臓脂肪が蓄積
されていると診断されることであり、この血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃのうちの２
以上の条件が満たされることであり、この条件Ａは、入力された情報から高血圧であると
診断されることであり、この条件Ｂは、入力された情報からインスリン抵抗性であると診
断されることであり、かつ、この条件Ｃは、入力された情報から動脈硬化惹起性リポ蛋白
異常であると診断されることである。
【００５３】
　そして、判定条件（ウエスト周囲長条件及び血液データ条件）が満たされる場合には、
中央処理部１９は、被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、表示部３に
その旨を表示する（ステップＳ４）。具体的には、表示部３のメタボリックシンドローム
判定表示領域１０に、例えば、「メタボリックシンドロームに該当する」と表示する。
【００５４】
　一方、判定条件が満たされない場合には、中央処理部１９は、被検者がメタボリックシ
ンドロームに該当しないと判定し、表示部３にその旨を表示する（ステップＳ５）。具体
的には、表示部３のメタボリックシンドローム判定表示領域１０に、例えば、「メタボリ
ックシンドロームに該当しない」と表示する。
【００５５】
　本実施形態における診断基準を明確にするため、これを、図５の円グラフを用いて説明
する。図５において、符号１０１はウエスト周囲長条件充足領域を示す。符号１０２は血
液データ条件充足領域を示す。符号１０３はメタボリックシンドローム該当領域を示す。
図５から明らかなように、ウエスト周囲長条件及び血液データ条件の双方が満たされる場
合（符号１０３で示す領域に含まれる場合）に、被検者がメタボリックシンドロームに該
当すると判定（診断）される。そして、ウエスト周囲長条件と血液データ条件との少なく
ともいずれかが満たされない場合（白抜きの領域に含まれる場合）には、被検者はメタボ
リックシンドロームに該当しないと判定される。
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【００５６】
　かくして、メタボリックシンドローム診断動作が終了する。
【００５７】
　以上に説明したように、本実施の形態によれば、日本内科学会総会発表の診断基準によ
ってメタボリックシンドロームに該当するか否かを自動的に診断することができる。しか
も、この診断に必要とされるデータは、被検者が簡単な身体測定（ウエスト周囲長測定）
を自ら行い、かつ血液検査を受けることによって得られる。そして、そのようにして得ら
れたデータをメタボリックシンドローム診断装置に入力するだけで診断結果が得られる。
従って、被検者がメタボリックシンドロームに該当するか否かの診断を簡便に行うことが
できる。
【００５８】
　（実施の形態２）
　図６は本発明の実施の形態２に係るメタボリックシンドローム診断装置の構成を示す外
観図であって、（ａ）は正面図、(b)は平面図である。図７は図６のメタボリックシンド
ローム診断装置の電気的構成を示すブロック図である。図６及び図７において図１及び図
２と同一又は相当する部分には同一の符号を付してその説明を省略する。
【００５９】
　本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１は、被検者の生体インピーダンス
を測定可能とし、その測定値から被検者のウエスト周囲長を推定し、この推定値を、予め
測定された被検者のウエスト周囲長に代えて、メタボリックシンドローム診断に用いるよ
うに構成されている。その他の点は実施の形態１と同様である。
【００６０】
　具体的には、図６に示すように、本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１
においては、本体２の上面及び下面に生体イーピーダンス測定用の２対の電極(５a,４b),
(５a,５b)が配設されている。各対の電極(４a,４b),(５a,５b)は、本体２の上面及び下面
の上下方向において対応する箇所にそれぞれ配設され、電極４aと電極５aとの間、電極４
bと電極５bとの間のインピーダンスがそれぞれ測定可能なように構成されている。また、
診断モードスイッチ７は、これを押すと、まず、生体インピーダンスが測定可能となり、
その後、メタボリックシンドロームの診断が自動的に行われるように構成されている。
【００６１】
　図７に示すように、この生体インピーダンス測定用の２対の電極(４a,４b),(５a,５b)
はインピーダンス測定回路１６に接続され、このインピーダンス測定回路１６の出力がＩ
／Ｏ１７を介して中央処部１９に入力される。記憶部２０には、下記（１）式に示すウエ
スト周囲長の推定演算式が予め記憶されており、中央処理部１９は、この推定演算式に測
定した生体インピーダンスを代入して推定ウエスト周囲長を算出する。
【００６２】
　　推定ＷＬ＝ａ１×Ｚ＋ｄ１・・・（１）
　（１）式において、ＷＬ＝はウエスト周囲長であり、Ｚは被検者について測定した生体
インピーダンスである。また、ａ１は、任意の母集団についての生体インピーダンスの測
定値とウエスト周囲長のデータとに基づいて、回帰分析等の統計的手法により決定される
回帰係数であり、ｄ1は上記回帰分析により決定される回帰定数である。このウエスト周
囲長の推定演算式は周知であるので、これ以上の詳しい説明は省略する。
【００６３】
　次に、このように構成された本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１の動
作を説明する。
【００６４】
　図６において、電源スイッチ６を押してメタボリックシンドローム診断装置１の電源を
ＯＮさせた後、デー夕入力設定モードスイッチ８を押す。ここまでは、実施の形態１と同
じである。しかし、本実施の形態では、デー夕入力設定モードスイッチ８を操作しても、
個人特定データとして、「ウエスト周囲長」が表示されない。つまり、被検者のウエスト
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周囲長をこの操作によっては入力できないようになっている。これ以外は実施の形態１と
同様である。
【００６５】
　その後、診断モードスイッチ７を押すと、生体インピーダンスの測定が開始される。
【００６６】
　次いで、左右の手の指を２対の電極(４a,４b),(５a,５b)にそれぞれ接触させると、左
右の手の指間の生体インピーダンスが測定され、中央処理部１９に入力されるとともに記
憶部２０に記憶される。
【００６７】
　次いで、中央処理部１９は、（１）式に示すウエスト周囲長の推定演算式に、記憶部２
０に記憶された生体インピーダンスの測定値を代入して推定ウエスト周囲長ＷＬを算出し
、これを記憶部２０に記憶させる。これにより、推定ウエスト周囲長ＷＬが、生体イーピ
ーダンス測定用の２対の電極(５a,４b),(５a,５b)を通じて、メタボリックシンドローム
診断装置１に入力されたことになる。
【００６８】
　その後、中央処理部１９は、実施の形態１の入力されたウエスト周囲長に代えて、推定
ウエスト周囲長ＷＬを用いてメタボリックシンドローム診断を行う。
【００６９】
　このような本実施の形態によれば、被検者は、ウエスト周囲長を測定して入力する必要
がなくなるので、メタボリックシンドロームの診断をより簡便に行うことができる。
【００７０】
　（実施の形態３）
　本発明の実施の形態３は、メタボリックシンドロームの指標としてさらに内臓脂肪断面
積をも用いてメタボリックシンドロームの診断を行うものである。
【００７１】
　本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１と図１及び図２に示す実施の形態
１のメタボリックシンドローム診断装置１とは、ハードウエアの構成は同じであるが、動
作が異なる。以下、この相違点を説明する。
【００７２】
　図１及び図２において、本実施の形態では、メタボリックシンドローム診断装置１に個
人特定データとして内臓脂肪断面積が入力でき、かつ記憶部２０に記憶されるようになっ
ている。すなわち、デー夕入力設定モードスイッチ８を操作すると、「内臓脂肪断面積」
が表示される。この内臓脂肪断面積は、例えば、被検者についての腹部横断面のＣＴスキ
ャンによって測定されたデータである。また、記憶部２０には、予め、男性のウエスト周
囲長＝８５ｃｍ、女性のウエスト周囲長＝９０ｃｍ、収縮期血圧＝１３０ｍｍＨｇ、拡張
期血圧＝８５ｍｍＨｇ、空腹時血糖値＝１１０ｍｇ／ｄｌ、中性脂肪値＝１５０ｍｇ／ｄ
ｌ、及びＨＤＬコレステロール値＝４０ｍｇ／ｄｌという実施の形態１の基準値の他、内
臓脂肪断面積＝１００ｃｍ２という基準値（図８参照）が記憶されている。
【００７３】
　中央処理部１９は、この内臓脂肪断面積を用いてメタボリックシンドロームの診断を行
う。
【００７４】
　図８は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１における判定条件を示す図
である。図９は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１の診断動作の一例を
示すフローチャートである。図１０は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置
１における診断基準を模式的に示す円グラフである。
【００７５】
　具体的には、図８に示すように、本実施の形態では、ウエスト周囲長条件及び血液デー
タ条件の他に、追加の判定条件として、内臓脂肪断面積が１００ｃｍ２以上であることと
いう内臓脂肪断面積条件が用いられる。
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【００７６】
　図９において、中央処理部１９は、まず、記憶部２０に記憶された入力データ、すなわ
ち、個人特定データの各項目（性別、ウエスト周囲長、内臓脂肪断面積）と血液測定デー
タの各項目（収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖値、ＨＤＬコレステロール値、中性脂
肪値）とを取得する（ステップＳ１１）。
【００７７】
　次いで、中央処理部１９は、記憶部２０に記憶された上述の基準値を取得する（ステッ
プＳ１２）。
【００７８】
　次いで、中央処理部１９は、取得した入力データを取得した基準値と対比して、血液デ
ータ条件が満たされるか否か判定する（ステップＳ１３）。
【００７９】
　そして、血液データ条件が満たされない場合には、中央処理部１９は、被検者がメタボ
リックシンドローム及び疑似メタボリックシンドロームに該当しないと判定し、表示部３
にその旨を表示する（ステップＳ１７）。具体的には、表示部３のメタボリックシンドロ
ーム判定表示領域１０に、例えば、「メタボリックシンドローム及び疑似メタボリックシ
ンドロームに該当しない」と表示する。
【００８０】
　一方、血液データ条件が満たされる場合には、中央処理部１９は、ウエスト周囲長条件
が満たされるか否か判定する（ステップＳ１４）。ウエスト周囲長条件が満たされる場合
には、中央処理部１９は、被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、表示
部３にその旨を表示する（ステップＳ１５）。
【００８１】
　一方、ウエスト周囲長条件が満たされない場合には、中央処理部１９は、内臓脂肪断面
積条件が満たされるか否か判定する（ステップＳ１６）。
【００８２】
　内臓脂肪断面積条件が満たされる場合には、中央処理部１９は、被検者が疑似メタボリ
ックシンドロームに該当すると判定し、表示部３にその旨を表示する（ステップＳ１７）
。具体的には、表示部３のメタボリックシンドローム判定表示領域１０に、例えば、「疑
似メタボリックシンドロームに該当する」と表示する。
【００８３】
　一方、内臓脂肪断面積条件が満たされない場合には、中央処理部１９は、被検者がメタ
ボリックシンドローム及び疑似メタボリックシンドロームに該当しないと判定し、上述の
ようの表示部３にその旨を表示する（ステップＳ１８）。
【００８４】
　かくして、メタボリックシンドローム診断動作が終了する。
【００８５】
　次に、以上のメタボリックシンドローム診断動作を整理して、本実施形態における診断
基準を図１０の円グラフを用いて説明する。図１０において、図５と同一符号は同一又は
相当する領域を示す。符号１０４は内臓脂肪断面積条件充足領域を示し、符号１０５は疑
似メタボリックシンドローム該当領域を示す。図１０から明らかなように、本実施の形態
では、ウエスト周囲長条件及び血液データ条件の双方が満たされる場合（符号１０３で示
す領域に含まれる場合）には、メタボリックシンドロームに該当すると判定（診断）され
る。そして、内臓脂肪断面積条件と血液データ条件とが満たされる場合（符号１０５で示
す領域に含まれる場合）には、被検者が疑似メタボリックシンドロームに該当すると判定
される。そして、血液データ条件が満たされず及び又はウエスト周囲長条件と内臓脂肪断
面積条件との双方が満たされない場合（白抜きの領域に含まれる場合）には、被検者はメ
タボリックシンドローム及び疑似メタボリックシンドロームに該当しないと判定される。
【００８６】
　従って、この診断基準においては、日本内科学会総会発表の診断基準においてウエスト
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周囲長に代えて内臓脂肪断面積を用いる診断基準によってメタボリックシンドロームに該
当するか否かを診断していることになる。但し、この診断基準による場合は、メタボリッ
クシンドロームを疑似メタボリックシンドロームと称している。また、この診断は、日本
内科学会総会発表の診断基準によってメタボリックシンドロームに該当しない場合に行わ
れる。
【００８７】
　このような本実施の形態によれば、日本内科学会総会発表の診断基準によってメタボリ
ックシンドロームに該当しない場合でも、日本内科学会総会発表の診断基準においてウエ
スト周囲長に代えて内臓脂肪断面積を用いる診断基準によってメタボリックシンドローム
（疑似メタボリックシンドローム）に該当するか否かを自動的に診断することができる。
従って、本来メタボリックシンドロームに該当する人を見逃すことなく、被検者がメタボ
リックシンドロームに該当するか否かの診断を簡便に行うことができる。
【００８８】
　（実施の形態４）
　本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１は、被検者の生体インピーダンス
を測定可能とし、その測定値から被検者の内臓脂肪断面積を推定し、この推定値を、予め
測定された被検者の内臓脂肪断面積に代えて、メタボリックシンドローム診断に用いるよ
うに構成されている。その他の点は実施の形態３と同様である。
【００８９】
　具体的には、図６及び図７に示すように、本実施の形態のメタボリックシンドローム診
断装置１においては、実施の形態２と同様に、生体イーピーダンスが測定できるように構
成されている。また、診断モードスイッチ７は、これを押すと、まず、生体インピーダン
スが測定可能となり、その後、メタボリックシンドロームの診断が自動的に行われるよう
に構成されている。そして、記憶部２０には、（１）式に示すウエスト周囲長の推定演算
式に代えて、下記（２）式に示す内蔵脂肪断面積の推定演算式が予め記憶されており、中
央処理部１９は、この推定演算式に測定した生体インピーダンスを代入して推定内臓脂肪
断面積を算出する。
【００９０】
　　推定ＶＦＡ＝ａ２×Ｚ＋ｂ１×ＷＬ＋ｄ２・・・（２）
　（２）式において、ＶＦＡは内臓脂肪断面積であり、ＷＬ＝はウエスト周囲長であり、
Ｚは被検者について測定した生体インピーダンスである。また、ａ２及びｂ１は、任意の
母集団についての生体インピーダンス及びウエスト周囲長の測定値と腹部横断面のＣＴ検
査による内臓脂肪断面積のデータとに基づいて、回帰分析等の統計的手法により決定され
る回帰係数であり、ｄ２は上記回帰分析により決定される回帰定数である。この内臓脂肪
断面積の推定演算式は周知であるので、これ以上の詳しい説明は省略する。
【００９１】
　次に、このように構成された本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１の動
作を説明する。
【００９２】
　図６において、電源スイッチ６を押してメタボリックシンドローム診断装置１の電源を
ＯＮさせた後、デー夕入力設定モードスイッチ８を押す。しかし、本実施の形態では、デ
ー夕入力設定モードスイッチ８を操作しても、個人特定データとして、「内臓脂肪断面積
」が表示されない。つまり、被検者の内臓脂肪断面積をこの操作によっては入力できない
ようになっている。これ以外は実施の形態３と同様である。
【００９３】
　その後、診断モードスイッチ７を押すと、生体インピーダンスの測定が開始される。
【００９４】
　次いで、左右の手の指を２対の電極(４a,４b),(５a,５b)にそれぞれ接触させると、左
右の手の指間の生体インピーダンスが測定され、中央処理部１９に入力されるとともに記
憶部２０に記憶される。
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【００９５】
　次いで、中央処理部１９は、（２）式の推定演算式に、記憶部２０に記憶された生体イ
ンピーダンスの測定値を代入して推定内臓脂肪断面積ＶＦＡを算出し、これを記憶部２０
に記憶させる。これにより、推定内臓脂肪断面積ＶＦＡが、生体イーピーダンス測定用の
２対の電極(４a,４b),(５a,５b)を通じて、メタボリックシンドローム診断装置１に入力
されたことになる。
【００９６】
　その後、中央処理部１９は、実施の形態３の入力された内臓脂肪断面積に代えて、推定
内臓脂肪断面積ＶＦＡを用いてメタボリックシンドローム及び疑似メタボリックシンドロ
ームの診断を行う。
【００９７】
　このような本実施の形態によれば、被検者は、内臓脂肪断面積を測定して入力する必要
がなくなるので、メタボリックシンドローム及び疑似メタボリックシンドロームの診断を
より簡便に行うことができる。
【００９８】
　［変形例１］
　次に、本実施の形態の変形例１を説明する。なお、本明細書では、変形例には、全ての
実施の形態と通じて連続する番号を付す。
【００９９】
　本変形例のメタボリックシンドローム診断装置１では、記憶部２０に、さらに、（１）
式に示すウエスト周囲長の推定演算式が記憶されている。そして、被検者のウエスト周囲
長がデー夕入力設定モードスイッチ８を操作して入力できないように構成されている。そ
して、中央処理部１９は、生体インピーダンスの測定値を（１）式に示すウエスト周囲長
の推定演算式に代入して推定ウエスト周囲長ＷＬを算出する。そして、入力されたウエス
ト周囲長に代えて、この推定ウエスト周囲長ＷＬを用いて（すなわち、推定ウエスト周囲
長ＷＬ及び推定内臓脂肪断面積ＶＦＡを用いて）メタボリックシンドロームの診断を行う
。
【０１００】
　このような本変形例によれば、被検者は、内臓脂肪断面積に加えてウエスト周囲長をも
測定して入力する必要がなくなるので、メタボリックシンドローム及び疑似メタボリック
シンドロームの診断をさらに簡便に行うことができる。
【０１０１】
　（実施の形態５）
　実施の形態１において、メタボリックシンドロームに該当しないと診断（判定）された
場合でも、入力された収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ以上であること及び又は入力された拡
張期血圧が８５ｍｍＨｇ以上であること（条件Ａ）、入力された空腹時血糖値が１１０ｍ
ｇ／ｄｌ以上であること（条件Ｂ）、及び入力された中性脂肪値が１５０ｍｇ／ｄｌ以上
であること及び又は入力されたＨＤＬコレステロール値が４０ｍｇ／ｄｌ未満であること
（条件Ｃ）のうちの２以上の条件が満たされる場合は、それも問題であると考えられる（
第４０回日本生活習慣病学会において大阪大学船橋氏）。そこで、本発明の実施の形態５
では、メタボリックシンドロームに該当しない場合に、さらにメタボリックシンドローム
予備軍に該当するか否かの診断を行うものである。
【０１０２】
　本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１と図１及び図２に示す実施の形態
１のメタボリックシンドローム診断装置１とは、ハードウエアの構成は同じであるが、動
作が異なる。以下、この相違点を説明する。
【０１０３】
　図１１は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１の診断動作の一例を示す
フローチャートである。
【０１０４】
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　図１１に示すように、本実施形態では、メタボリックシンドローム診断動作のステップ
Ｓ１～Ｓ２は、実施の形態１と同じである。
【０１０５】
　ステップＳ２の後、中央処理部１９は、取得した入力データを取得した基準値と対比し
て、血液データ条件が満たされるか否か判定する（ステップＳ２０）。
【０１０６】
　そして、血液データ条件が満たされない場合には、中央処理部１９は、被検者がメタボ
リックシンドローム及び第１メタボリックシンドローム予備軍に該当しないと判定し、表
示部３にその旨を表示する（ステップＳ２３）。具体的には、表示部３のメタボリックシ
ンドローム判定表示領域１０に、例えば、「メタボリックシンドローム及び第１種メタボ
リックシンドローム予備軍に該当しない」と表示する。
【０１０７】
　一方、血液データ条件が満たされる場合には、中央処理部１９は、ウエスト周囲長条件
が満たされるか否か判定する（ステップＳ２１）。ウエスト周囲長条件が満たされる場合
には、中央処理部１９は、被検者がメタボリックシンドロームに該当すると判定し、表示
部３にその旨を表示する（ステップＳ４）。
【０１０８】
　一方、ウエスト周囲長条件が満たされない場合には、中央処理部１９は、被検者が第１
種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し、表示部３にその旨を表示する（
ステップＳ１７）。具体的には、表示部３のメタボリックシンドローム判定表示領域１０
に、例えば、「第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当する」と表示する。
【０１０９】
　かくして、メタボリックシンドローム診断動作が終了する。
【０１１０】
　ここで、以上のメタボリックシンドローム診断動作を整理して、本実施形態における診
断基準を図１２の円グラフを用いて説明する。図１２は本実施の形態のメタボリックシン
ドローム診断装置１における診断基準を模式的に示す円グラフである。図１２において、
図５と同一符号は同一又は相当する領域を示す。符号１０６は第１種メタボリックシンド
ローム予備軍該当領域を示す。図１２から明らかなように、本実施の形態では、ウエスト
周囲長条件及び血液データ条件の双方が満たされる場合（符号１０３で示す領域に含まれ
る場合）には、メタボリックシンドロームに該当すると判定（診断）される。そして、ウ
エスト周囲長条件が満たされずかつ血液データ条件が満たされる場合（符号１０６で示す
領域に含まれる場合）には、被検者が第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当する
と判定される。そして、血液データ条件が満たされない場合（白抜きの領域に含まれる場
合）には、被検者はメタボリックシンドローム及び第１種メタボリックシンドローム予備
軍に該当しないと判定される。
【０１１１】
　従って、この診断基準においては、日本内科学会総会発表の診断基準におけるウエスト
周囲長条件を満たさないが、血液データ条件を満たす場合を第１メタボリックシンドロー
ム予備軍と位置付けて、これに該当するか否かをさらに診断している。
【０１１２】
　このように、本実施の形態によれば、日本内科学会総会発表の診断基準によるメタボリ
ックシンドロームには該当しないが、メタボリックシンドローム予備軍に該当することを
診断することができる。従って、メタボリックシンドロームに至らないよう今後の注意を
促すことができる。
【０１１３】
　［変形例２］
　次に、本実施の形態の変形例２を説明する。本変形例では、実施の形態３において、上
記と同様に、第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当するか否かを診断する。具体
的には、図９のフローチャートにおいて、ステップＳ１３で血液データ条件が満たされな
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い場合には、中央処理部１９は、被検者がメタボリックシンドローム及び疑似メタボリッ
クシンドローム及び第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当しないと判定及び表示
し、ステップＳ１６で内臓脂肪断面積条件が満たされない場合には、中央処理部１９は、
被検者が第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定及び表示する。
【０１１４】
　図１３は本実施の形態の変形例のメタボリックシンドローム診断装置１における診断基
準を模式的に示す円グラフである。図１３の円グラフから明らかなように、本変形例では
、ウエスト周囲長条件及び血液データ条件の双方が満たされる場合（符号１０３で示す領
域に含まれる場合）には、メタボリックシンドロームに該当すると判定（診断）される。
そして、ウエスト周囲長条件が満たされずかつ内臓脂肪断面積条件と血液データ条件とが
満たされる場合（符号１０５で示す領域に含まれる場合）には、被検者が疑似メタボリッ
クシンドロームに該当すると判定される。そして、ウエスト周囲長条件と内臓脂肪断面積
条件との双方が満たされずかつ血液データ条件が満たされる場合（符号１０６で示す領域
に含まれる場合）には、被検者が第１種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判
定される。そして、血液データ条件が満たされない場合（白抜きの領域に含まれる場合）
には、被検者がメタボリックシンドローム及び疑似メタボリックシンドローム及び第１種
メタボリックシンドローム予備軍に該当しないと判定される。
【０１１５】
　これにより、日本内科学会総会発表の診断基準及び日本内科学会総会発表の診断基準に
おいてウエスト周囲長に代えて内臓脂肪断面積を用いる診断基準によってメタボリックシ
ンドローム（疑似メタボリックシンドローム）には該当しないが、メタボリックシンドロ
ーム予備軍に該当することを診断することができる。従って、より的確に、メタボリック
シンドロームに至らないよう今後の注意を促すことができる。
【０１１６】
　（実施の形態６）
　実施の形態１において、メタボリックシンドロームに該当しないと診断（判定）された
場合でも、被検者の指標がその診断の基準値に近い場合は、これも問題であると考えられ
る。そこで、本発明の実施の形態６では、メタボリックシンドロームに該当しない場合に
、さらに、このような観点からメタボリックシンドローム予備軍に該当するか否かの診断
を行うものである。
【０１１７】
　本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１と図１及び図２に示す実施の形態
１のメタボリックシンドローム診断装置１とは、ハードウエアの構成は同じであるが、動
作が異なる。以下、この相違点を説明する。
【０１１８】
　図１４は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１の診断動作の一例を示す
フローチャートである。図１５は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１に
おける緩和された判定条件を示す図である。
【０１１９】
　図１４に示すように、本実施形態では、メタボリックシンドローム診断動作のステップ
Ｓ１～Ｓ４は、実施の形態１と同じである。ステップＳ３における正規の判定条件は、実
施の形態１の通常の判定条件のことである。従って、本実施の形態におけるステップＳ３
は、実施の形態１のステップＳ３と全く同じである。但し、本実施の形態では、この通常
の判定条件を緩和してなる後述の判定条件（緩和された判定条件と呼ぶ）と区別するため
に、この通常の判定条件を正規の判定条件と呼ぶ。
【０１２０】
　そして、ステップＳ３において、正規の判定条件が満たされない場合には、中央処理部
１９は、緩和された判定条件が満たされるか否か判定する（ステップＳ３１）。図１５に
示すように、この緩和された判定条件は、緩和ウエスト周囲長条件と緩和血液データ条件
とで構成されている。換言すれば、正規の判定条件が、ウエスト周囲長条件と血液データ
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条件との双方において緩和されている。ウエスト周囲長条件と血液データ条件は、各々の
条件が満たされるか否かの基準値（基準データ値）を変えて緩和されている。具体的には
、実施の形態１で述べたように、ウエスト周囲長条件における基準値は、男性のウエスト
周囲長＝８５ｃｍ、女性のウエスト周囲長＝９０ｃｍであり、血液データ条件における基
準値は、収縮期血圧＝１３０ｍｍＨｇ、拡張期血圧＝８５ｍｍＨｇ、空腹時血糖値＝１１
０ｍｇ／ｄｌ、中性脂肪値＝１５０ｍｇ／ｄｌ、及びＨＤＬコレステロール値＝４０ｍｇ
／ｄｌである。そして、これらの基準値が、判定条件が緩和されるように、所定の割合で
変更されている。本実施の形態では、例えば、基準値に対し３％増加又は減少する（ウエ
スト周囲長、収縮期血圧、拡張期血圧、空腹時血糖値、及び中性脂肪値は、減少し、ＨＤ
Ｌコレステロール値は増加する）ように変更される。具体的には、緩和ウエスト周囲長条
件における基準値は、男性のウエスト周囲長＝８２．５（少数点第２位以下は四捨五入）
ｃｍ、女性のウエスト周囲長＝８７．５ｃｍであり、緩和血液データ条件における基準値
は、収縮期血圧＝１２６．１ｍｍＨｇ、拡張期血圧＝８２．５（少数点第２位以下は四捨
五入）ｍｍＨｇ、空腹時血糖値＝１０６．７ｍｇ／ｄｌ、中性脂肪値＝１４５．５ｍｇ／
ｄｌ、及びＨＤＬコレステロール値＝４１．２ｍｇ／ｄｌである。
【０１２１】
　従って、緩和ウエスト周囲長条件は、被検者が男性である場合には入力されたウエスト
周囲長が８２．５ｃｍ以上であり、かつ、被検者が女性である場合には入力されたウエス
ト周囲長が８７．３ｃｍ以上であることである。緩和血液データ条件は、条件Ａ～条件Ｃ
のうちの２以上の条件が満たされることであり、この条件Ａは、入力された収縮期血圧が
１２６．１ｍｍＨｇ以上であること及び又は入力された拡張期血圧が８２．５ｍｍＨｇ以
上であることであり、この条件Ｂは、入力された空腹時血糖値が１０６．７ｍｇ／ｄｌ以
上であることであり、かつ、この条件Ｃは、入力された中性脂肪値が１４５．５ｍｇ／ｄ
ｌ以上であること及び又は入力されたＨＤＬコレステロール値が４１．２ｍｇ／ｄｌ未満
であることである。
【０１２２】
　中央処理部１９は、ステップＳ２で取得した基準値をこのように変更し、この変更した
基準値と入力データとを対比することにより、このように緩和された判定条件（緩和ウエ
スト周囲長条件及び緩和血液データ条件）が満たされるか否か判定する。
【０１２３】
　そして、緩和された判定条件が満たされる場合には、中央処理部１９は、被検者が第２
種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定し、表示部３にその旨を表示する（
ステップＳ３２）。具体的には、表示部３のメタボリックシンドローム判定表示領域１０
に、例えば、「第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当する」と表示する。
【０１２４】
　一方、緩和された判定条件が満たされない場合には、中央処理部１９は、被検者がメタ
ボリックシンドローム及び第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当しないと判定し
、表示部３にその旨を表示する（ステップＳ３３）。具体的には、表示部３のメタボリッ
クシンドローム判定表示領域１０に、例えば、「メタボリックシンドローム及び第２種メ
タボリックシンドローム予備軍に該当しない」と表示する。
【０１２５】
　かくして、メタボリックシンドローム診断動作が終了する。
【０１２６】
　図１６は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１における診断基準を模式
的に示す円グラフである。図１６において、図５と同一符号は同一又は相当する領域を示
す。符号１０８は緩和ウエスト周囲長条件充足領域を示す。符号１０９は緩和血液データ
条件充足領域を示す。符号１１０は第２種メタボリックシンドローム予備軍該当領域を示
す。
【０１２７】
　本実施の形態の診断基準においては、図１６から明らかなように、ウエスト周囲長条件
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及び血液データ条件が満たされる場合（符号１０３で示す領域に含まれる場合）には、メ
タボリックシンドロームに該当すると判定（診断）される。そして、ウエスト周囲長条件
と血液データ条件とが満たされずかつ緩和ウエスト周囲長条件と緩和血液データ条件とが
満たされる場合（符号１１０で示す領域に含まれる場合）には、被検者が第２種メタボリ
ックシンドローム予備軍に該当すると判定される。そして、緩和ウエスト周囲長条件と緩
和血液データ条件との少なくともいずれかが満たされない場合（白抜きの領域に含まれる
場合）には、被検者はメタボリックシンドローム及び第２種メタボリックシンドローム予
備軍に該当しないと判定される。
【０１２８】
　このように、本実施の形態によれば、日本内科学会総会発表の診断基準によるメタボリ
ックシンドロームには該当しないが、被検者の指標がその診断の基準値に近いという観点
からのメタボリックシンドローム予備軍に該当することを診断することができる。従って
、メタボリックシンドロームに至らないよう今後の注意を促すことができる。
【０１２９】
　［変形例３］
　図１７は本実施の形態の変形例３のメタボリックシンドローム診断装置１における緩和
された判定条件を示す図である。図１８は本実施の形態の変形例３のメタボリックシンド
ローム診断装置１における診断基準を模式的に示す円グラフである。
【０１３０】
　図１７に示すように、本変形例は、緩和された判定条件として、正規の判定条件におい
て、ウエスト周囲長条件のみを緩和してなる判定条件を用いたものである。本変形例では
、図１８から明らかなように、ウエスト周囲長条件及び血液データ条件が満たされる場合
（符号１０３で示す領域に含まれる場合）には、メタボリックシンドロームに該当すると
判定（診断）される。そして、ウエスト周囲長条件が満たされずかつ緩和ウエスト周囲長
条件と血液データ条件とが満たされる場合（符号１１０で示す領域に含まれる場合）には
、被検者が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定される。そして、緩
和ウエスト周囲長条件と血液データ条件との少なくともいずれかが満たされない場合（白
抜きの領域に含まれる場合）には、被検者はメタボリックシンドローム及び第２種メタボ
リックシンドローム予備軍に該当しないと判定される。このような変形例によっても上述
の場合（図１４～図１６の場合）と同様の効果が得られる。
【０１３１】
　［変形例４］
　図１９は本実施の形態の変形例４のメタボリックシンドローム診断装置１における緩和
された判定条件を示す図である。図２０は本実施の形態の変形例４のメタボリックシンド
ローム診断装置１における診断基準を模式的に示す円グラフである。
【０１３２】
　図１９に示すように、本変形例は、緩和された判定条件として、正規の判定条件におい
て、血液データ条件のみを緩和してなる判定条件を用いたものである。本変形例では、図
２０から明らかなように、ウエスト周囲長条件及び血液データ条件が満たされる場合（符
号１０３で示す領域に含まれる場合）には、メタボリックシンドロームに該当すると判定
（診断）される。そして、血液データ条件が満たされずかつウエスト周囲長条件と緩和血
液データ条件とが満たされる場合（符号１１０で示す領域に含まれる場合）には、被検者
が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定される。そして、ウエスト周
囲長条件と緩和血液データ条件との少なくともいずれかが満たされない場合（白抜きの領
域に含まれる場合）には、被検者はメタボリックシンドローム及び第２種メタボリックシ
ンドローム予備軍に該当しないと判定される。このような変形例によっても上述の場合（
図１４～図１６の場合）と同様の効果が得られる。
【０１３３】
　（実施の形態７）
　本発明の実施の形態７のメタボリックシンドローム診断装置１と実施の形態３のメタボ
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リックシンドローム診断装置１とは、ハードウエアの構成は同じであるが、動作が異なる
。以下、この相違点を説明する。
【０１３４】
　図２１は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１の診断動作の一例を示す
フローチャートである。図２２は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１に
おける緩和された判定条件を示す図である。
【０１３５】
　図２１に示すように、本実施形態では、メタボリックシンドローム診断動作のステップ
Ｓ１１～Ｓ１８は、実施の形態３と同じである。但し、ステップＳ１３において血液デー
タ条件が満たされない場合、及びステップＳ１６において内臓脂肪断面積条件が満たされ
ない場合に、ステップＳ４１に進む。ステップＳ４１では、中央処理部１９が緩和された
判定条件が満たされるか否か判定する。
【０１３６】
　図２２に示すように、この緩和された判定条件は、緩和ウエスト周囲長条件と緩和血液
データ条件と緩和内臓脂肪断面積条件とで構成されている。緩和ウエスト周囲長条件及び
緩和血液データ条件は実施の形態６と同じである。緩和内臓脂肪断面積条件は、内臓脂肪
断面積条件と比較すると、内臓脂肪断面積の基準値が１００ｃｍ２から９７ｃｍ２へ３％
減少している。
【０１３７】
　そして、緩和された判定条件が所定の態様で満たされる場合には、中央処理部１９は、
被検者が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると判定及び表示する（ステッ
プＳ４２）。この所定の態様は、複雑であるので、後で、図２３を用いて詳しく説明する
。
【０１３８】
　一方、緩和された判定条件が所定の態様で満たされない場合には、中央処理部１９は、
被検者がメタボリックシンドローム及び疑似メタリックシンドローム及び第２種メタボリ
ックシンドローム予備軍に該当しないと判定し、表示部３にその旨を表示する（ステップ
Ｓ３３）。具体的には、表示部３のメタボリックシンドローム判定表示領域１０に、例え
ば、「メタボリックシンドローム及び疑似メタリックシンドローム及び第２種メタボリッ
クシンドローム予備軍に該当しない」と表示する。
【０１３９】
　かくして、メタボリックシンドローム診断動作が終了する。
【０１４０】
　図２３は本実施の形態のメタボリックシンドローム診断装置１における診断基準を模式
的に示す円グラフである。図２３において、図１０及び図１５と同一符号は同一又は相当
する領域を示す。符号１１１は緩和内臓断面積長条件充足領域を示す。
【０１４１】
　本実施の形態の診断基準においては、図２３から明らかなように、ウエスト周囲長条件
及び血液データ条件が満たされる場合（符号１０３で示す領域に含まれる場合）には、メ
タボリックシンドロームに該当すると判定（診断）される。そして、ウエスト周囲長条件
が満たされずかつ内臓脂肪断面積条件と前記血液データ条件とが満たされる場合（符号１
０５で示す領域に含まれる場合）には、被検者が疑似メタボリックシンドロームに該当す
ると判定される。そして、血液データ条件が満たされず及び又はウエスト周囲長条件と血
液データ条件との双方が満たされず、かつ、緩和ウエスト周囲長条件及び又は緩和内臓脂
肪断面積条件が満たされかつ緩和血液データ条件が満たされる場合（符号１１０で示す領
域に含まれる場合）には、被検者が第２種メタボリックシンドローム予備軍に該当すると
判定される。そして、緩和血液データ条件が満たされず及び又は緩和ウエスト周囲長条件
と緩和内臓脂肪断面積条件との双方が満たされない場合（白抜きの領域に含まれる場合）
には、被検者がメタボリックシンドローム及び疑似メタボリックシンドローム及び第２種
メタボリックシンドローム予備軍に該当しないと判定される。
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【０１４２】
　このように、本実施の形態によれば、日本内科学会総会発表の診断基準及び日本内科学
会総会発表の診断基準においてウエスト周囲長に代えて内臓脂肪断面積を用いる診断基準
によってメタボリックシンドローム（及び疑似メタボリックシンドローム）には該当しな
いが、被検者の指標がその診断の基準値に近いという観点からのメタボリックシンドロー
ム予備軍に該当することを診断することができる。従って、より的確にメタボリックシン
ドロームに至らないよう今後の注意を促すことができる。
【０１４３】
　なお、上記では、緩和された判定条件として、ウエスト周囲長条件と血液データ条件と
内臓脂肪断面積条件との全てを緩和した判定条件を用いたが、ウエスト周囲長条件と血液
データ条件と内臓脂肪断面積条件とのうちの１つ又は２つを緩和した判定条件を用いても
よく、同様の効果が得られる。
【０１４４】
　（実施の形態８）
　図２４は本発明の実施の形態８に係るメタボリックシンドローム診断装置におけるメタ
ボリックシンドロームに該当するか否かを判定するため主判定条件を示す図である。
【０１４５】
　図２４に示すように、本実施の形態は、実施の形態１において、入力データとして、ウ
エスト周囲長に代えて内臓脂肪断面積を用いるものである。従って、主判定条件では、第
１の条件は、内臓脂肪断面積が１００ｃｍ２以上であることとなっている。これ以外の点
は、実施の形態１と全く同じである。
【０１４６】
　このような本実施の形態によれば、メタボリックシンドロームの指標として、ウエスト
周囲長に代えて、メタボリックシンドロームに直結する内臓脂肪断面積を用いているので
、本来メタボリックシンドロームに該当する人を見逃すことなく、メタボリックシンドロ
ームに該当するか否かを自動的に診断することができる。
【０１４７】
　（実施の形態９）
　本発明の実施の形態９は、所定の制御プログラムをパソコン等のコンピュータにインス
トールすることによって、このコンピュータを実施の形態１のメタボリックシンドローム
診断装置１と同様に動作させるものである。この所定の制御プログラムは、実施の形態１
で述べたメタボリックシンドローム診断プログラムと同様に構成されている。
【０１４８】
　このような本実施の形態によっても、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【０１４９】
　（実施の形態１０）
　本発明の実施の形態１０は、実施の形態１乃至６のメタボリックシンドローム診断装置
１を体組成計に備えたものである。体組成計は周知であるので、その説明を省略する。こ
のような構成とすると、体組成計に所要の項目を測定又は入力する機能を付加することで
、容易にメタボリックシンドロームの診断が可能となる。また、実施の形態２及４のメタ
ボリックシンドローム診断装置１を体組成計に備えた場合には、体組成計に備え付けてあ
る内臓脂肪断面積計測プログラムを活用することで、容易に内臓脂肪断面積からメタボリ
ックシンドロームを診断することが可能になる。特に、体組成計が、データ入力手段から
被検者のウエスト周囲長を入力することが可能なように構成され、かつその入力されたウ
エスト周囲長を用いて内臓脂肪断面積を推定することが可能なように構成されている場合
には、メタボリックシンドローム診断装置の判定手段が、体組成計のデータ入力手段によ
って入力されたウエスト周囲長を、メタボリックシンドロームに該当するか否かの判定に
用いるように、メタボリックシンドローム診断装置を構成することによって、容易に内臓
脂肪断面積からメタボリックシンドロームを診断することが可能になる。
【０１５０】



(26) JP 2008-23199 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

　（実施の形態１１）
　本発明の実施の形態１１は、実施の形態１乃至６のメタボリックシンドローム診断装置
１を血圧計に備えたものである。血圧計は周知であるので、その説明を省略する。このよ
うな構成とすると、血圧計で測定した血圧値をメタボリックシンドローム診断に用いるこ
とができるので、血圧値を入力する必要が無くなる。その結果、メタボリックシンドロー
ムの診断をより簡便にすることが可能になる。
【０１５１】
　なお、実施の形態６及び７において、正規の判定条件の基準値を判定条件単位で緩和し
たが、これを基準値単位で緩和してもよい。
【０１５２】
　また、実施の形態８を、実施の形態２、４～６のように修正してもよい。
【０１５３】
　また、将来、日本内科学会総会発表の診断基準は、病態の評価項目に追加や削除等が有
り得、また、評価の基準値が変更され得る。そのような場合には、その評価項目の追加又
は削除、及び基準値の変更に合わせて、各実施の形態において、メタボリックシンドロー
ムに該当するか否かの判定条件を変更すればよい。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　本発明のメタボリックシンドローム診断装置は、メタボリックシンドロームを簡便にか
つ自動的に診断する装置として有用である。
【０１５５】
　本発明のメタボリックシンドローム診断プログラムは、コンピュータを、メタボリック
シンドロームを簡便にかつ自動的に診断する装置として動作させるためのプログラムとし
て有用である。
【０１５６】
　本発明の体組成計は、メタボリックシンドロームを簡便にかつ自動的に診断する機能を
備える体組成計として有用である。
【０１５７】
　本発明の血圧計は、メタボリックシンドロームを簡便にかつ自動的に診断する機能を備
える血圧計として有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】本発明の実施の形態１に係るメタボリックシンドローム診断装置の構成を示す正
面図である。
【図２】図１のメタボリックシンドローム診断装置の電気的構成を示すブロック図である
。
【図３】図１のメタボリックシンドローム診断装置における判定条件を示す図である。
【図４】図１のメタボリックシンドローム診断装置の診断動作の一例を示すフローチャー
トである。である。
【図５】図１のメタボリックシンドローム診断装置における診断基準を模式的に示す円グ
ラフである。
【図６】本発明の実施の形態２に係るメタボリックシンドローム診断装置の構成を示す外
観図であって、（ａ）は正面図、(b)は平面図である。
【図７】図６のメタボリックシンドローム診断装置の電気的構成を示すブロック図である
。
【図８】本発明の実施の形態３に係るメタボリックシンドローム診断装置におけるメタボ
リックシンドロームに該当するか否かを判定するため判定条件を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態３のメタボリックシンドローム診断装置の診断動作の一例を
示すフローチャートである。ある。
【図１０】本発明の実施の形態３のメタボリックシンドローム診断装置における診断基準



(27) JP 2008-23199 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

を模式的に示す円グラフである。
【図１１】本発明の実施の形態５のメタボリックシンドローム診断装置の診断動作の一例
を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の実施の形態５のメタボリックシンドローム診断装置における診断基準
を模式的に示す円グラフである。
【図１３】本発明の実施の形態５の形態の変形例２のメタボリックシンドローム診断装置
における診断基準を模式的に示す円グラフである。
【図１４】本発明の実施の形態６のメタボリックシンドローム診断装置の診断動作の一例
を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態６のメタボリックシンドローム診断装置における緩和され
た判定条件を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態６のメタボリックシンドローム診断装置における診断基準
を模式的に示す円グラフである。
【図１７】本発明の実施の形態６の変形例３のメタボリックシンドローム診断装置におけ
る緩和された判定条件を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態６の変形例３のメタボリックシンドローム診断装置におけ
る診断基準を模式的に示す円グラフである。
【図１９】本発明の実施の形態６の変形例４のメタボリックシンドローム診断装置におけ
る緩和された判定条件を示す図である。
【図２０】本発明の実施の形態６の変形例４のメタボリックシンドローム診断装置におけ
る診断基準を模式的に示す円グラフである。
【図２１】本発明の実施の形態７のメタボリックシンドローム診断装置の診断動作の一例
を示すフローチャートである。
【図２２】本発明の実施の形態７のメタボリックシンドローム診断装置における緩和され
た判定条件を示す図である。
【図２３】本発明の実施の形態７のメタボリックシンドローム診断装置における診断基準
を模式的に示す円グラフである。
【図２４】本発明の実施の形態８に係るメタボリックシンドローム診断装置におけるメタ
ボリックシンドロームに該当するか否かを判定するため判定条件を示す図である。
【図２５】本発明の実施の形態８のメタボリックシンドローム診断装置における診断基準
を模式的に示す円グラフである。
【符号の説明】
【０１５９】
　１　メタボリックシンドローム診断装置
　２　本体
　３　表示部
　４a,４b,５a,５b　電極
　６　電源スイッチ
　７　診断モードスイッチ
　８　データ入力設定モードスイッチ
　９a　インクリメントキー
　９b　ディクリメントキー
　１０ メタボリックシンドローム判定表示領域
　１２　入力データ表示領域
　１５　操作部
　１６　インピーダンス測定回路
　１７　Ｉ／Ｏ
　１９　中央処理部
　２０　記憶部
　１０１　ウエスト周囲長条件充足領域
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　１０２　血液データ条件充足領域
　１０３　メタボリックシンドローム該当領域
　１０４　内臓断面積条件充足領域
　１０５　疑似メタボリックシンドローム該当領域
　１０６　第１種メタボリックシンドローム予備軍該当領域
　１０８　緩和ウエスト周囲長条件充足領域
　１０９　緩和血液データ条件充足領域
　１１０　第２種メタボリックシンドローム予備軍該当領域
　１１１　緩和内臓断面積条件充足領域
　

【図１】 【図２】
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